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民事訴訟制度の概要

１．民事訴訟手続の流れ（概要）

２．司法委員制度の概要

３．専門委員制度の概要について

（参 考）

・ 訴訟手続への外部の人材の関与について

・ 労働委員会制度の概要

〔労働検討会における中央労働委員会ヒアリング資料（抄 ［再配布 〕） ］



民事訴訟手続の流れ（概要）

（法133）訴えの提起

（法138）被告への訴状の送達
（ ）口頭弁論期日の指定・呼出し 法139､則60

和
（法87、139）最初の口頭弁論期日

解（

（争いがない場合）法
（争点整理が不要の場合）89、

267）

・ 争点及び証拠の整理手続
（法164～167）付 ・準備的口頭弁論

調 ・弁論準備手続 進（法168～174）
停 ・書面による準備手続 行（法175～178）

協

（

議調
期20

証拠調べ手続 日

）

（

・ ・証拠の申出（法180）
取 ・集中証拠調べ 則（法182）
下 ①証人尋問 95（法190～206） ～

げ ②当事者尋問（法207～211）
③鑑定 98

（
（法212～218） ）

法 （法219～231）④書証
261 （法232、233）⑤検証～

263）

（法153、243、253）等 口頭弁論の終結

判 決
（法250～254）・言渡し

（法255）・判決書等の送達
（注）
「法 ：民事訴訟法」
「則 ：民事調停規則」

確 定 上 訴 「裁 ：裁判所法」
「調 ：民事調停法」
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司法委員制度の概要

１．趣旨・概要
簡易裁判所の訴訟手続において、裁判所は、必要があると認めるときは、和解

を試みるについて司法委員に補助をさせ、又は司法委員を審理に立ち会わせて事
【民事訴訟法第２７９条第１項】件につきその意見を聴くことができる。

簡易裁判所で扱う事件は国民生活に密着した少額請求に関するものであるとと
もに、裁判官の中には純粋の法律家でない者も含まれている関係上、特に国民大
衆の意見を反映させて、適切で合理的な解決を図ることができるようにすること

【裁判所法逐条解説（上 （最高裁判所事務総局総務局 、注釈民事を期した制度である。 ） ）

訴訟法(7)参照】

２．職務・権限
裁判所は、必要があると認めるときは、司法委員に以下のような職務を行わせ

【民事訴訟法第２７９条第１項、民事訴訟規則第１７２条】ることができる。
① 和解を試みるについて補助をする。
② 審理に立ち会い事件について意見を述べる。
③ 裁判官の許しを得て、証人等に対し直接に問いを発する。

３．地位
【国家公務員法第２条第３項非常勤の裁判所職員（特別職の国家公務員）である。

第１３号】

４．司法委員となるべき者の選任等
(1) 選任要件

【司法委員規則第１条】良識のある者その他適当と認められる者であること
(2) 欠格事由

以下の①から④までのいずれかに該当する者は司法委員となるべき者に選任
【司法委員規則第２条】されることができない。

① 禁錮以上の刑に処せられた者
② 公務員として免職の懲戒処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない
者

③ 裁判官として弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
④ 弁護士として除名の懲戒処分を受け、当該処分の日から３年を経過しない
者

(3) 選任手続
地方裁判所は、当該地方裁判所の管轄区域内にある簡易裁判所の司法行政事

【民務を掌理する裁判官の意見を聴いて、司法委員となるべき者を選任する。
事訴訟法第２７９条第３項、司法委員規則第４条】

(4) 選任取消事由
地方裁判所は、司法委員となるべき者に司法委員たるにふさわしくない行為

【司法委員規則第４条があったときは、その選任を取り消さなければならない。
の２】
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５．任期
【民事訴訟法第２７９条第３項】１年

６．服務・義務
裁判所職員臨時措置法により、秘密を守る義務に関する規定等国家公務員法の

【国家公務員法第１００条第１項等】規定で準用されるものがある。

７．担当司法委員の指定
、 、 、司法委員の員数は 各事件について１人以上とし 事件を担当する司法委員は

【民事訴訟法第２７９条第２項及び第３項】事件ごとに裁判所が指定する。

８．人数
６，０５３人（平成１４年２月１日現在）

〔内訳は、別添参照〕

９．司法委員制度の運用状況
〔別添参照〕

（ ） （ ）参考 基本法コンメンタール 新民事訴訟法２ 別冊法学セミナー・日本評論社
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別 添
○司法委員の内訳

表 司法委員となるべき者の職業別員数

職 業 別 割 合〔％〕

会社員、団体の職員等 16.4

弁護士 8.8

農林水産業 4.3

宗教家 3.3

商業・製造業 3.3

医師（歯科医師を含む ） 1.1。

公務員 1.1

大学教授等 1.1

公認会計士、税理士、不動産鑑定士、土地
家屋調査士、司法書士等 13.2

その他 2.6

無職 44.8

計 100.0

○司法委員制度の運用状況

１．基本統計表（平成１３年）
表１ 第一審通常訴訟既済事件数（事件の種類、弁護士選任状況及び司法委員関

与のあった事件数別／全簡易裁判所）
表２ 少額訴訟既済事件数（事件の種類、弁護士選任状況及び司法委員関与のあ

った事件数別／全簡易裁判所）

２．東京簡易裁判所における司法委員の活用状況について（山田朗伸ほか・民事法
情報174号（平成13年 ））



専 門 委 員 制 度 の 概 要 に つ い て
－法制審議会における検討状況－

法務省民事局

第１ 趣旨

医事関係事件や建築関係事件等のいわゆる専門的知見を要する事件においては，手

続の早い段階から，例えば争点を整理する場面等において，専門家の関与を得ること

が必要であるとされている。

そこで，法制審議会では，専門家が，その分野の専門技術的見地から，裁判の全部

又は一部に関与し，裁判官をサポートする制度，すなわち，専門委員制度を導入する

方向で検討を進めている。

第２ 概要

１ 専門委員の関与

( ) 裁判所は，争点整理若しくは進行協議，証拠調べ又は和解の各手続において，訴1

訟関係を明瞭にするなどのため専門的な知見を要すると認めるときは，専門委員か

ら専門的な知見に基づく説明を聴くことができるものとする。

( ) 裁判所は，争点整理若しくは進行協議又は証拠調べの手続において専門委員を手2

続に関与させるに当たっては，当事者から意見を聴かなければならず，また，和解

の手続において専門委員を手続に関与させるに当たっては，当事者の同意を得なけ

ればならないものとする。

２ 専門委員の関与の取消し等

(1) 裁判所は，当事者双方の申立てがあるときは，専門委員を関与させる旨の裁判を

取り消さなければならないものとする。

(2) 裁判所は，当事者の意見を聴いて，事件に関与させるべき専門委員を指定するも

のとする。

(3) 専門委員について，除斥及び忌避の制度を設けるものとする。
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参
考
資
料
（
法
制
審
議
会
民
事
・
人
事
訴
訟
法
部
会
資
料
）

民
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱
案
（
案
）
（
抄
）

第
三

専
門
訴
訟
へ
の
対
応
の
強
化

一

専
門
委
員

１

専
門
委
員
の
関
与

裁
判
所
は
、
争
点
若
し
く
は
証
拠
の
整
理
又
は
訴
訟
の
進
行
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
の
協
議
を

(一)
(1)

行
う
に
当
た
り
、
訴
訟
関
係
を
明
瞭
に
し
、
又
は
訴
訟
手
続
の
円
滑
な
進
行
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
当
事
者
の
意
見
を
聴
い
て
、
決
定
で
、
専
門
的
な
知
見
に
基
づ
く
説
明
を
聴
く
た
め
に

専
門
委
員
を
手
続
に
関
与
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

に
よ
り
裁
判
所
が
専
門
委
員
か
ら
説
明
を
聴
く
場
合
に
は
、
裁
判
長
は
、
専
門
委
員
に
、
書
面
に
よ

(2)

(1)
り
、
又
は
当
事
者
双
方
が
立
ち
会
う
こ
と
が
で
き
る
期
日
に
お
い
て
口
頭
で
、
説
明
を
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
。

裁
判
所
は
、
証
拠
調
べ
を
行
う
に
当
た
り
、
訴
訟
関
係
又
は
証
拠
調
べ
の
結
果
の
趣
旨
を
明
瞭
に
す
る

(二)
(1)

た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
事
者
の
意
見
を
聴
い
て
、
決
定
で
、
証
拠
調
べ
の
期
日
に
立
ち

会
わ
せ
て
専
門
的
な
知
見
に
基
づ
く
説
明
を
聴
く
た
め
に
専
門
委
員
を
手
続
に
関
与
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。

に
よ
り
証
人
若
し
く
は
当
事
者
本
人
の
尋
問
又
は
鑑
定
人
質
問
の
期
日
に
専
門
委
員
を
立
ち
会
わ
せ

(2)

(1)
る
場
合
に
は
、
裁
判
長
は
、
当
事
者
の
同
意
を
得
て
、
訴
訟
関
係
又
は
証
拠
調
べ
の
結
果
の
趣
旨
を
明
瞭



- 2 -

に
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
き
、
専
門
委
員
が
証
人
、
当
事
者
本
人
又
は
鑑
定
人
に
対
し
直
接
に
問

い
を
発
す
る
こ
と
を
許
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

裁
判
所
は
、
和
解
を
試
み
る
に
当
た
り
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
事
者
の
同
意
を
得
て
、
決

(三)
定
で
、
当
事
者
双
方
が
立
ち
会
う
こ
と
が
で
き
る
期
日
に
お
い
て
専
門
的
な
知
見
に
基
づ
く
説
明
を
聴
く
た

め
に
専
門
委
員
を
手
続
に
関
与
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

２

電
話
会
議
シ
ス
テ
ム
の
利
用

１
に
よ
り
専
門
委
員
を
手
続
に
関
与
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
専
門
委
員
が
遠
隔
の
地
に
居
住

し
て
い
る
と
き
そ
の
他
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
当
事
者
の
意
見
を
聴
い
て
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
裁
判
所
及
び
当
事
者
双
方
と
専
門
委
員
と
の
間
で
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
同
時
に
通
話
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
方
法
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

３

専
門
委
員
の
関
与
の
裁
判
の
取
消
し

裁
判
所
は
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
１
に
よ
る
専
門
委
員
を
手
続
に
関
与

さ
せ
る
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
た
だ
し
、
当
事
者
双
方
の
申
立
て
が
あ
る
と
き
は
、
こ

れ
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

４

専
門
委
員
の
指
定

裁
判
所
は
、
当
事
者
の
意
見
を
聴
い
て
、
手
続
に
関
与
さ
せ
る
べ
き
専
門
委
員
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

(一)

専
門
委
員
の
員
数
は
、
各
事
件
に
つ
い
て
一
人
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。

(二)
５

専
門
委
員
の
除
斥
・
忌
避

第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
専
門
委
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
も
の
と
す
る
。

(一)

専
門
委
員
の
除
斥
又
は
忌
避
に
つ
い
て
は
、
６
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
専
門
委
員
の
所
属
す
る
裁
判
所
が
、

(二)
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決
定
で
、
裁
判
を
す
る
。

除
斥
又
は
忌
避
を
理
由
が
あ
る
と
す
る
決
定
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

(三)
と
す
る
。

除
斥
又
は
忌
避
を
理
由
が
な
い
と
す
る
決
定
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

(四)
る
。除

斥
又
は
忌
避
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
そ
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
が
確
定
す
る

(五)
ま
で
そ
の
専
門
委
員
を
手
続
に
関
与
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

６

専
門
委
員
の
任
免
及
び
手
当
等

専
門
委
員
の
任
免
及
び
手
当
等
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
す
る
も
の
と
す
る
。



-
1
-

訴
訟
手
続
へ
の
外
部
の
人
材
の
関
与
に
つ
い
て

（
参

考
）

司
法

委
員
（
簡
易
裁
判
所
）

専
門

委
員
〔
検
討
中
〕

い
わ
ゆ
る
参
審
制
度

い
わ
ゆ
る
参
与
制
度

（
ド
イ
ツ
の
場
合
）

関
与
の
内
容

関
与
の
要
件

関
与
の
内
容

関
与
の
要
件

関
与
す
る
事
件

・
制
度
上
当
然
に
関
与

・
事
件
ご
と
に
裁
判
所
が
判
断

・
事
件
ご
と
に
裁
判
所
が
判
断

訴
訴
訟
の
進
行
に
関
し
必

・
職
業
裁
判
官
と
同
様
の
関
与

・
い
わ
ゆ
る
参
与
制
度
に
お
け

・
書
面
に
よ
り
、
又
は
当
事
者
双
方
が
立
ち
会

・
必
要
性

要
な
事
項
に
つ
い
て
の

（
た
だ
し
、
取
下
げ
の
場
合
、

る
審
理
へ
の
関
与
の
在
り
方
と

う
こ
と
が
で
き
る
期
日
に
お
い
て
口
頭
で
、
専

・
当
事
者
の
意
見
を
聴
く
こ
と

訟
協
議

請
求
の
放
棄
・
認
諾
の
場
合
、

し
て
は
、
例
え
ば
、
以
下
の
３

門
的
な
知
見
に
基
づ
く
説
明
を
す
る
こ
と

（
進
行
協
議
期
日
）

当
事
者
の
一
方
又
は
双
方
が
欠

つ
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。

の
席
の
場
合
土
地
管
轄
の
裁
判

ⅰ
現
在
の
裁
判
官
と
基
本
的
に

、
、

当
事
者
の
双
方
が
裁
判
長
単
独

同
様
の
関
与
（
当
然
に
、
一
定

手
審

争
点
及
び
証
拠
の
整
理

の
裁
判
を
求
め
る
場
合
等
に

の
事
件
に
つ
い
て
手
続
の
い
ず

①
審
理
に
立
ち
会
い
事
件
に
つ
き
意
見

・
①
、
②
と
も

（
争
点
整
理
期
日
）

は
、
職
業
裁
判
官
単
独
で
裁
判

れ
の
段
階
に
お
い
て
も
関
与
）

を
述
べ
る
こ
と
（
訴
訟
の
ど
の
段
階
か

に
必
要
性

続
理

が
可
能
）

ⅱ
司
法
委
員
と
同
様
の
関
与

ら
で
も
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
）。

証
拠
調
べ

（
関
与
の
必
要
性
に
つ
き
、
裁

②
証
人
等
に
対
し
直
接
に
問
い
を
発
す

①
証
拠
調
べ
の
期
日
に
立
ち
会
う
こ
と

・
①
及
び
②
に
つ
い
て
は
、
必

段
判
所
が
判
断
）

る
こ
と

②
専
門
的
な
知
見
に
基
づ
く
説
明
を
す
る
こ
と

要
性
及
び
当
事
者
の
意
見
を
聴

ⅲ
専
門
委
員
と
同
様
の
関
与

③
証
人
若
し
く
は
当
事
者
本
人
の
尋
問
又
は
鑑

く
こ
と

階
（
関
与
の
必
要
性
に
つ
き
、
手

定
人
質
問
の
期
日
に
、
訴
訟
関
係
又
は
証
拠
調

・
③
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
の

続
段
階
ご
と
に
、
当
事
者
の
意

べ
の
結
果
の
趣
旨
を
明
瞭
に
す
る
た
め
に
必
要

同
意
を
得
る
こ
と

見
を
聴
き
、
又
は
そ
の
同
意
を

な
事
項
に
つ
き
、
証
人
、
当
事
者
本
人
又
は
鑑

得
て
、
裁
判
所
が
判
断
）

定
人
に
対
し
直
接
に
問
い
を
発
す
る
こ
と

和
解

・
和
解
弁
論
は
職
業
裁
判
官
単

・
補
助
を
す
る
こ
と

・
必
要
性

・
当
事
者
双
方
が
立
ち
会
う
こ
と
が
で
き
る
期

・
必
要
性

独
で
行
う
。

日
に
お
い
て
専
門
的
な
知
見
に
基
づ
く
説
明
を

・
当
事
者
の
同
意
を
得
る
こ
と

す
る
こ
と

－
－

判
決

・
評
議
に
加
わ
る
こ
と

・
評
議
に
加
わ
る
こ
と
（
評
決

・
審
理
に
立
ち
会
い
事
件
に
つ
き
意
見

・
必
要
性

・
評
決
権
を
行
使
す
る
こ
と

権
は
な
い
）

を
述
べ
る
こ
と
（
司
法
委
員
の
意
見
は

。
あ
く
ま
で
裁
判
の
参
考
に
供
す
る
に
す

ぎ
な
い
が
、
意
見
聴
取
は
実
質
的
に
合

議
に
似
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
外
部
に

知
ら
れ
な
い
方
法
で
聴
取
す
べ
き
で
あ

る
と
さ
れ
る
）。

そ
電
話
会
議
シ
ス
テ
ム
を
利
用

・
裁
判
所
は
、
専
門
委
員
が
遠
隔
の
地
に
居
住
し
て
い
る
と
き
そ
の
他
相
当
と
認

－
－

－
し
て
の
関
与

め
る
と
き
は
、
当
事
者
の
意
見
を
聴
い
て
、
裁
判
所
及
び
当
事
者
双
方
と
専
門
委

の
員
と
の
間
で
電
話
会
議
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

他
関
与
者
の
指
定

・
非
職
業
裁
判
官
の
リ
ス
ト
の

・
事
件
ご
と
に
裁
判
所
が
指
定
す
る
。

・
裁
判
所
は
、
当
事
者
の
意
見
を
聴
い
て
、
手
続
に
関
与
さ
せ
る
べ
き
専
門
委
員

順
序
に
従
っ
て
配
点
す
る
。

を
指
定
す
る
。

関
与
者
の
員
数

・
各
事
件
に
つ
き
労
使
各
１
人

・
各
事
件
に
つ
い
て
１
人
以
上
と
す
る
。

・
各
事
件
に
つ
い
て
１
人
以
上
と
す
る
。

関
与
者
の
除
斥
・
忌
避

・
忌
避
の
規
定
が
あ
る
。

・
裁
判
官
の
除
斥
・
忌
避
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
。

－

関
与
の
取
消
し

・
裁
判
所
は
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
申
立
て
又
は
職
権
で
、
専
門
委
員
を
手

－
－

続
に
関
与
さ
せ
る
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

・
当
事
者
双
方
の
申
立
て
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
決
定
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。



（参 考）
労働委員会制度の概要

(1) 概 要
労働委員会は、労働組合法に基づいて昭和２１年に設置されたわが国におけ

る代表的な労使紛争処理機関であり、労使関係の公正な調整と労使紛争の合理
的解決を図ることを目的としている。
労働委員会の職務権限は、

イ 不当労働行為事件の審査
ロ 労働争議の調整
ハ 労働組合の資格審査
である。

(2) 労働委員会の組織機構
イ 労働委員会の数

中央労働委員会は、国の行政委員会として東京に置かれており、地方労働
委員会は都道府県の行政委員会として、４７都道府県にそれぞれ置かれてい
る。

ロ 労働委員会の構成
、 、 （ ）、中央労働委員会 地方労働委員会ともに 公益を代表する委員 公益委員

労働者を代表する委員（労働者委員）及び使用者を代表する委員（使用者委
員）の三者で構成され、各側委員数は同数である。
なお、中央労働委員会は、各側１５名、地方労働委員会は各側１３名（東
） 。京 から各側５名まで都道府県ごとに定められた数の委員で構成されている

ハ 委員の任命
① 中央労働委員会の委員

労働者委員については労働組合の推薦（国営企業等担当委員の場合は国
営企業職員又は特定独立行政法人職員が結成し、又は加入する労働組合の
推薦）に基づいて、使用者委員については使用者団体の推薦（国営企業等
担当委員の場合は国営企業又は特定独立行政法人の推薦）に基づいて、公
益委員については労使委員の同意を得て作成した委員候補者名簿に記載さ
れている者のうちから両議院の同意を得て、それぞれ、内閣総理大臣が任
命する。

② 地方労働委員会の委員
労働者委員については労働組合の推薦に基づいて、使用者委員について

は使用者団体の推薦に基づいて、公益委員については労使委員の同意を得
て、それぞれ、都道府県知事が任命する。

③ 任期
委員の任期は、中央労働委員会、地方労働委員会ともに２年である。



不当労働行為事件の審査手続（流れ図）
再審査申立

↓
担当職員の指名（会長）

↓
審査委員の選任（会長）

（ ）初審命令の履行状況調査 事務局

事件係属の総会、公益委員会議への報告（事務局）
↓

労使委員の参与の申出（労使委員）
↓ 初審命令の履行勧告（会長）

事件説明（公労使委員に対して事務局）
↓

（期日 ２～３回）調 査
和 解○ 主張、争点の整理 ※労使委員・・・調査に協力

○ 証拠（証人）の整理、
証人採否の決定 ・労使委員・・・和

○ 事件処理方針の策定 解へ協力
○ 審問計画の策定 ・和解のための作業
○ 審問開始の決定 （意向打診、事情

聴取等が審問の前
↓ 後を問われず、状

況に応じて随時行
（期日 ２～３回） われる ）審 問 。

○ 当事者の陳述
○ 証人・証拠調べ ※労使委員・・・審問に参与
（証人数２～３人） （当事者、証人を尋問する

○ 最後陳述 ことができる ）。

結 審

↓

○ 審査委員が担当職員に事件の心証・命令
起案の方向性等を指示命

↓令
○ 命令書の起案、合議資料の作成（担当職員）の

↓起
○ 命令案の事務局検討（事務局）案

↓作
○ 命令案の委員検討（審査委員、事務局）業

↓ ○ 会長への報告（担当職員）

○ 労使委員による意見開陳

○ 組合資格審査

合 議
（公益委員会議）

↓

命令書交付


